
令和８年度第２回稲毛区町内自治会連絡協議会三役会・理事会 

 

 

日 時：令和８年６月９日（火）    

午後４時～     

会 場：稲毛区役所２階 ２－２会議室 

 

 

 

次  第 

 

 

１ 開  会 

２ 会長挨拶 

３ 議  題 

（１）稲毛区地区町内自治会連絡協議会交付金について 

（２）令和８年度要望事項について 

  ４ その他 

   （１）道路愛称事業について（路政課） 

５ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

【次回】 

第３回稲毛区町内自治会連絡協議会三役会理事会 

        日 時：７月１４日（火）午後２時～（予定） 

        会 場：稲毛区役所 ２階 講堂 

 



 

稲毛区地区町内自治会連絡協議会交付金について 

 

 

１ 交付金手続きの流れ 

 （１）各地区連協 ⇒ 事務局に提出（令和８年６月２６日（金）まで） 

地区町内自治会連絡協議会交付金交付申請書（様式第１号）に、以下の書

類を添付して提出してください。 

   ア 事業計画書（令和８年度） 

   イ 収支予算書（令和８年度） 

    （地区連協の総会資料に記載があれば、総会資料の写しでも結構です） 

   ウ 地区町内自治会連絡協議会会則 

   エ 役員名簿 

（すでに「役員改選届」を提出いただいていれば不要です） 

 

 （２）事務局 ⇒ 各地区連協に通知・交付金振込 

提出書類が揃っていることを確認次第、事務局から地区町内自治会連絡協

議会交付金交付決定通知書（様式第２号）をお送りします。交付決定次第、

７月中を目処に各地区連協の指定口座に交付金を振り込みます。 

なお、銀行口座の名義変更が済んでいない地区連協につきましては、名義

変更の確認が出来次第、口座に振り込みます。 

 

 （３）各地区連協 ⇒ 事務局に提出（令和９年３月３１日まで） 

地区町内自治会連絡協議会交付金実績報告書（様式第３号）に、以下の書

類を添付して提出してください。提出につきましては、年度末の三役会理事

会で改めてご案内します。 

   ア 事業報告書 

   イ 収支決算書 

   ウ 交付対象経費の領収書・レシート類及びその他支出をしたことを証する

書類 

 

２ 提出期限 

  令和８年６月２６日（金）（返信用封筒をお使いください） 

  上記１（１）記載の、地区町内自治会連絡協議会交付金交付申請書（様式第１

号）及び添付書類をご提出ください。 

 

３ 提出先 

  〒２６３－８７３３ 

  千葉市稲毛区穴川４－１２－１ 

  千葉市稲毛区町内自治会連絡協議会事務局（稲毛区役所地域づくり支援課内） 

  担当：！・！！ 

  電話：０４３－２８４－６１０５ 

議題（１） 



各地区連協の交付金は、下記のとおりとする。

１　団体割金額、世帯割金額及び均等割金額の合計額を交付額とする

２　団体割金額：１団体当たり500円を乗じた額

３　世帯割金額：１世帯当たり10円を乗じた額

４　均等割金額：１地区あたり：20,000円

５　団体数・世帯数は令和８年３月３１日現在で算出する

金額の単位：円
区 地区 団体数 １団体当り 団体割額 世帯数 １世帯当り 世帯割額 均等割額 交付額

6 47 500 23,500 10,360 10 103,600 20,000 147,100
15 26 500 13,000 6,317 10 63,170 20,000 96,170
19 22 500 11,000 7,758 10 77,580 20,000 108,580
20 8 500 4,000 4,062 10 40,620 20,000 64,620
25 20 500 10,000 5,658 10 56,580 20,000 86,580
37 11 500 5,500 3,646 10 36,460 20,000 61,960
39 16 500 8,000 2,539 10 25,390 20,000 53,390
41 28 500 14,000 5,869 10 58,690 20,000 92,690
49 6 500 3,000 3,593 10 35,930 20,000 58,930

184 合計 770,020

（参考：昨年度）

区 地区 団体数 １団体当り 団体割額 世帯数 １世帯当り 世帯割額 均等割額 交付額

6 47 500 23,500 10,442 10 104,420 20,000 147,920
15 27 500 13,500 6,274 10 62,740 20,000 96,240
19 22 500 11,000 7,656 10 76,560 20,000 107,560
20 8 500 4,000 4,079 10 40,790 20,000 64,790
25 20 500 10,000 5,685 10 56,850 20,000 86,850
37 11 500 5,500 3,745 10 37,450 20,000 62,950
39 16 500 8,000 2,534 10 25,340 20,000 53,340
41 28 500 14,000 6,050 10 60,500 20,000 94,500
49 6 500 3,000 3,690 10 36,900 20,000 59,900

合計 774,050

令和８年度地区連協 交付金内訳
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稲毛区地区町内自治会連絡協議会交付金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 稲毛区町内自治会連絡協議会（以下「稲毛区連協」という。）会長は、町

内自治会の振興及び育成を図るため、稲毛区内に所在する地区町内自治会連絡協

議会（以下「地区連協」という。）に対して、この要綱に基づき、予算の範囲内

において、地区町内自治会連絡協議会交付金（以下「交付金」という。）を交付

する。 

 
（交付対象地区等） 

第２条 交付金の交付対象地区は別表１のとおりとする。ただし、千葉市地域運営

交付金交付要綱第６条の規定に基づき、同要綱第２条に定める補助対象団体で、

千葉市地域運営交付金の交付を受ける場合は、交付金の交付対象から除くものと

する。 
２ 交付金の交付の対象となる事業は、地区町内自治会連絡協議会の運営及び事業

並びに単位町内自治会等との連絡調整とし、交付対象経費及び交付対象外経費

は、別表２のとおりとする。 

 
 （交付基準） 
第３条 地区連協に対する交付金は、当該地区連協が４月１日から翌年３月３１日

までの間に行う活動を対象とし、交付基準は、別表３のとおりとする。 
２ 交付基準における加入世帯数は、交付年度の前年度の３月３１日を基準日とし、

基準日時点で当該地区連協に属する町内自治会が把握している加入世帯数の合

計とする。 

 

（交付金の交付申請） 

第４条 地区連協は、交付金の交付を申請しようとするときは、稲毛区連協会長が

指定する日までに、地区町内自治会連絡協議会交付金交付申請書（様式第１号）

に次の書類を添付して、稲毛区連協会長に提出しなければならない。ただし添付

書類の第１号及び第２号については、その内容を満たす地区連協の総会資料をも

って替えることができるものとし、第４号については、前年の交付金交付申請時

に提出したものと記載内容に変更がない場合は、添付を省略できるものとする。 
（１）事業計画書 
（２）収支予算書 
（３）役員名簿 
（４）地区町内自治会連絡協議会会則 

 

（交付決定通知及び交付時期） 

第５条 稲毛区連協会長が、交付金の交付を決定し地区連協に通知するときは、地

区町内自治会連絡協議会交付金交付決定通知書（様式第２号）によるものとする。 
  また、稲毛区連協は様式第２号による通知後、速やかに交付金の交付を行うこ

ととする。 

 

 

 



（実績報告） 

第６条 地区連協は事業等が完了し稲毛区連協会長に報告しようとするときは、地

区町内自治会連絡協議会交付金実績報告書（様式第３号）に次の書類を添付して

稲毛区連協会長に提出しなければならない。 
（１）事業報告書 
（２）収支決算書 
（３）交付対象経費への支出を行った場合は、領収書その他の支出をしたことを

証する書類 
 

（額の確定等） 

第７条 稲毛区連協会長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成

果が交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるか

どうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、地

区町内自治会連絡協議会交付金の額確定通知書（様式第４号）により地区連協に

通知するものとする。 
 

（決定の取消し） 

第８条 稲毛区連協会長は地区連協が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
（１）偽りその他の不正な手段により交付金の交付を受けたとき。 
（２）交付金を第１条に掲げた目的に反する用途に使用したとき。 
（３）交付金の交付の内容またはこれに附した条件に違反したとき。 
（４）千葉市補助金等交付規則（昭和60年千葉市規則第８号）第４条の２各号に

該当することが判明したとき。 
２ 前項の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消すときは、地区町内自治

会連絡協議会交付金交付決定取消通知書（様式第５号）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第９条 稲毛区連協会長は交付金の交付の決定を取り消した場合においては、既に

交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 
２ 稲毛区連協会長は地区連協に交付すべき交付金の額を確定した場合において、

既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。 
３ 前２項の規定により交付金の返還を命ずるときは、地区町内自治会連絡協議会

交付金返還命令書（様式第６号）によるものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、稲毛

区連協会長が定める。 
 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和２年６月１６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
附 則 

この要綱は、令和３年３月２４日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 
 
別表１ 
交付対象地区（第２条関係） 

地区連協名 
小中台中学校区（第６地区） 
轟町中学校区（第１５地区） 
稲毛中学校区（第１９地区） 
千草台中学校区（第２０地区） 
草野中学校区（第２５地区） 
山王中学校区（第３７地区） 
都賀中学校区（第３９地区） 
緑が丘中学校区（第４１地区） 
緑町中学校区緑・黒砂（第４９地区） 
 
別表２ 
交付対象経費及び交付対象外経費（第２条関係） 

交付対象経費 

（１）共済費 

（２）賃金 

（３）報償費 

（４）旅費 

（５）消耗品費 

（６）食糧費(会議及び事業の実施に必要なお茶代、弁当代

及び食材料費等に限る。） 

（７）印刷製本費 

（８）通信運搬費 

（９）手数料 

（１０）修繕料 

（１１）筆耕翻訳料 

（１２）保険料 

（１３）委託料（事業の全部を委託する場合を除く。） 

（１４）使用料及び賃借料 

（１５）備品購入費 

（１６）負担金、補助及び交付金 



交付対象外経費 

（１）役員に対する報酬（費用弁償を除く。） 

（２）交際費（慶弔費、見舞金及び懇親会費等） 

（３）食糧費（会議及び事業の実施に必要なお茶代、弁当代

及び食材料費等を除く。） 

（４）事業の全部を委託する場合の委託料 

（５）寄附金 

（６）公租公課（消費税を除く） 

（７）その他交付対象経費とすることが適当でないと稲毛区

連協会長が認める経費 

 

 
別表３ 
交付基準（第３条関係） 

区   分 補助限度額 
団体割 当該地区連協に属する町内自治会数×500円 
世帯割 加入世帯数×10円 
均等割 20,000円 
 
 



様式第１号 

 

年  月  日 

 

 

地区町内自治会連絡協議会交付金交付申請書 
 

 

（あて先） 稲毛区町内自治会連絡協議会長 

 

申 請 者  

住  所  

団 体 名  

代表者名                   印 

 （※代表者が手書きしない場合は、記名押印してください）  

 

 

     年度地区町内自治会連絡協議会交付金の交付を受けたいので、次のとおり申請

します。 

 

 

交付金の目的及び 

内      容 

町内自治会の振興及び育成を図るため、地区町内自治会連絡協議

会の運営及び事業並びに単位町内自治会等との連絡調整に係る経

費の補助 

 

交付を受けようとす

る交付金の額 

 

 

              円 

添 付 書 類           

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ 役員名簿 

４ 地区町内自治会連絡協議会会則 

 

 



様式第２号 

 

申請者 

○○地区町内自治会連絡協議会 

会 長             様 

 

 

地区町内自治会連絡協議会交付金交付決定通知書 
 

 

   年  月  日付申請のあった    年度地区町内自治会連絡協議会交付金につ

いて、次のとおり決定したので通知します。 

 

    年  月  日 

 

 

稲毛区町内自治会連絡協議会長           印 

 

交付金の交付決定額                 円 

交 付 条 件 

１ 町内自治会の振興及び育成を図るため、地区町内自治会

連絡協議会の活動を着実に実施すること。 

２ 地区町内自治会連絡協議会の活動等に対して疑義が寄せら

れた場合は、稲毛区町内自治会連絡協議会事務局及び市が行

う調査に対して誠実に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

年  月  日 

 

 

地区町内自治会連絡協議会交付金実績報告書 
 

 

（あて先）  稲毛区町内自治会連絡協議会長 

 

申 請 者  

住  所  

団 体 名  

代表者名                   印 

 （※代表者が手書きしない場合は、記名押印してください）  

 

 

 事業が終了いたしましたので、次のとおり報告します。 

 

 

交付金交付決定額 

 

事業の経費精算額  

添 付 書 類     

１ 事業報告書 

２ 収支決算書 

３ 交付対象経費への支出を行った場合は、領収書その他の支

出をしたことを証する書類 

 



 

地区町内自治会連絡協議会交付金（地区連協交付金）の 

取扱いの明確化について 
 

 

地区連協交付金については、各区の区町内自治会連絡協議会（区連協）にて交付要綱を定めておりますが、

交付金の対象経費（使途）が具体的に明記されていないため、各区連協で統一的な運用がなされていない状

況です。 

市からの直接的な補助金ではないものの、その性質上、区町内自治会連絡協議会運営補助金（区連協補

助金）に準じた取扱いが求められるため、令和 2 年度から、各区連協の要綱を改正した上で、次のとおり取扱いを

明確化することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

＜地区連協交付金の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

１ 対象経費（使途）について 参考:資料１・２ 

地区連協交付金の交付要綱において、対象経費（使途）を定めます。なお、他の補助金と整合を図るため、

その使途については、区連協補助金や地域運営委員会交付金と同じ範囲内とします。 

 

※対象経費の範囲は、地区連協交付金に係る金額分であり、会費等の自主財源に係る金額分については、使

途の定めはありません。 

 

 

２ 領収書等の確認について 参考:資料３ 

これまで、事業報告書及び収支決算書等（任意書式）のご提出をいただいておりましたが、使途を確認するた

め、これに加え、領収書等※を確認させていただきます。 

具体的な方法としましては、地区連協から区連協事務局へ領収書等の原本を提出していただき、事務局員が

領収書等の内容を確認し、コピーをとらせていただいた後、原本は返却いたします。 

  

※領収書等とは、原則、領収書又はレシートとし、提出が困難な場合には支出差引簿など支出の明細が分かる

資料を想定しています。 

 

 

 

 

 

千

葉

市 

区 連 協 

（区町内自治会連絡協議会） 
 

事務局:区地域づくり支援課 

地 区 連 協 

（地区町内自治会連絡協議会） 区連協 

補助金 

地区連協 

交付金 

＜補助金＞ 

直接補助 
＜交付金＞ 

間接補助 



 
 

対象経費について 

交付対象は、町内自治会の振興及び育成を図るために実施する公益的活動に係る経費です。そのうち、対象と 

なる具体的な経費（使途）は、以下の例示のとおりです。 

なお、使途は、区連協補助金や地域運営委員会交付金と同じ範囲内とします。 

 

【 交付対象経費と具体例 】 （★印は、一部対象外あり） 

交付対象経費 具体例 

共済費 ・雇用保険料 など 

賃金 ・事務局員等への賃金 など 

報償費★ ・講演会等への講師謝礼 ・ボランティア等の協力者への謝礼など 

旅費 ・交通費（費用弁償） など 

消耗品費 ・文房具代（用紙、ペン等）など 

食糧費★ 
・お茶代、弁当代（会議、事業に必要なもの） 

・食材、調味料（炊き出しなど事業に必要なもの） など 

印刷製本費 ・会議資料等の印刷代、作成チラシ等の印刷代 など 

通信運搬費 ・電話代 ・郵送料、切手代 ・プロバイダ料 など 

手数料 ・振込手数料 など 

修繕費 ・備品の修理代 など 

筆耕翻訳料 ・賞状等の筆耕料 ・多言語チラシ等作成の翻訳料 など 

保険料 ・傷害保険料 ・ボランティア保険料 など 

委託料★ ・事業の一部の業務委託料（祭りの警備業務等） など 

使用料及び賃借料 ・施設等の使用料、賃借料 ・物品のレンタル料 など 

備品購入費 ・一定期間以上使用する備品代（会議テーブル、椅子等）など 
負担金、補助金及び交付金 ・構成団体、関係団体等と連携、協力する事業のための負担金 など 

 

 

 

 

【 交付対象外経費と具体例 】 （★印は、一部対象あり） 

交付対象外経費 具体例 

報償費★ ・役員手当（役職に対して支払われる報酬等） 

交際費 
・慶弔費 ・見舞金 ・懇親会費 ・親睦会費 ・新年会費 

・忘年会費 ・慰労会費 ・反省会費 など 

食糧費★ ・お茶代、弁当代（会議、事業に必要なものを除く。） 

委託料★ ・事業の全部を委託する場合の委託料 

寄附金 
・寄附金 ・被災地への義援金 

・募金（共同募金、歳末助け合い募金、赤十字社費等） など 

公租公課 ・税金 ・登記等に係る費用 など 

その他 ・交付対象経費とすることが適当でないと区連協が判断するもの 

（資料１） 

主催・共催の立場で参加する事業（区民まつり等）に、負担金としての性質で行う寄附については、対象

経費として計上することが可能です。 

区連協三役会・理

事会、市連協会

議、ごみ問題検討

委員会は、区連協

から交通費を支

出しているため、

上記会議に対す

る交通費は 

対象外です。 

酒類は対象外です。 



 
 

 



 
 

 

領収書等について 

○ 支出を裏付ける書類として、領収書又はレシートを整理して保管してください。 

○ 会計帳簿の記載と連動させて用紙等に貼り付けておくと、監査、職員による調査・確認がしやすくなります。 

○ 領収書には、日付、あて先、金額、内容（明確に）、領収者の住所・氏名・印鑑が必要です。 

○ レシートの場合は、あて先等を記入してもらう必要はありません。そのままで構いません。 

 

【領収書のサンプル】 

不適正な例 適正な例 

［領収書］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 購入者が「〇〇地区町内自治会連絡協議会」である

ことが特定されていない。 

② 購入した品物が不明確。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 購入者が「〇〇地区町内自治会連絡協議会」で 

あることが特定されている。 

④ 購入した品物が明確。 

 

 ○ 交通費や謝礼などを個人に支払う場合には、受領者から領収書をいただくか、下記サンプルのような支出 

差引簿を別途作成し、受領印をいただくようにしてください。 

 

【支出差引簿のサンプル】 

Ｎｏ 日 付 住 所 氏 名 内 訳 金 額 計 受領印 

１        

２        

３        

４        

 

 

（資料３） 

領収書 

令和××年×月×日 

   上  様 

 

¥ 3,000 円 

但し 商品購入代金として 

発行者 印 

領収書 

令和××年×月×日 

○○地区町内自治会連絡協議会 様 

 

¥ 3,000 円 

但し コピー用紙購入代金として 

発行者 印 

① 

② 

③ 

④ 



 

令和８年度 千葉市稲毛区町内自治会連絡協議会要望事項一覧 

№ 地 区 要 望 事 項 備 考 頁 

１ 第２５地区連協 大雨時の道路冠水対策の早期実施  １５ 

２ 第２５地区連協 国道１６号における自転車専用レーンの整備について  １６ 

３ 第２５地区連協 スポーツセンター前の歩道橋の修繕について  １７ 

４ 第４９地区連協 感震ブレーカーの設置費用補助制度について  １９ 

     

     

     

 議
題
（
２
）
 



 

令和８年度 市連協要望 ・ 稲毛区連協要望 事項 
（どちらかに○） 

要 望 事 項 大雨時の道路冠水対策の早期実施 

要 望 理 由 

 〇要望事項 

  ・長沼町 116-2 周辺地域の排水設備（側溝・集水桝）の緊急点検及び清掃。 

  ・冠水の原因調査と、排水能力向上のための根本的な改修工事の実施。 

  
〇要望理由 

 ・交通の遮断と安全性の低下：歩行者の通行が困難となり、車両の立ち往  

生や故障のリスクが極めて高い状態です。 

 ・住宅・施設への浸水被害：住宅の床下浸水や、駐車場、近隣店舗（ハロ

ーストレージ長沼周辺等）への浸水被害が懸念されます。 

 ・慢性的な排水不良：既存の側溝や排水管の能力不足、あるいは土砂の堆

積による詰まりが原因と思われます。 

 
〇地区 被害状況 

 

地 区 連 名 
草野中学校区（第 25 地区） 

町内自治会連絡協議会 
会 長 名 ！！ ！ 

 

検討結果 市連協要望・区連協要望・市政相談 （検討後、〇をつける） 

 

長沼町 116-2 



 

令和８年度 市連協要望 ・ 稲毛区連協要望 事項 
（どちらかに○） 

要 望 事 項 
 

国道１６号における自転車専用レーンの整備について 

要 望 理 由 

 自転車は原則車道を通行することになっていますが、国道１６号は自動車の

交通量が多い上、車がスピードを出したまま自転車のすぐそばを追い抜くこと

が多々あり、自転車を利用する高齢者にとって不安な道路となっています。早

急に、自転車専用レーンの整備等の安全対策をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 連 名 
草野中学校区（第 25 地区） 

町内自治会連絡協議会 
会 長 名 ！！ ！ 

 

検討結果 市連協要望・区連協要望・市政相談 （検討後、〇をつける） 

 





 

令和８年度 市連協要望 ・ 稲毛区連協要望 事項 
（どちらかに○） 

要 望 事 項 
 

スポーツセンター前の歩道橋の修繕について 

要 望 理 由 

 スポーツセンター前の歩道橋は、少しずつ直していただいていますが、まだ

危険な個所があり、修繕をお願いしたい。 

また、雨が降ると大変滑りやすくなるため、滑り止めを設置いただくととも

に、ペンキの塗り替えをお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 連 名 
草野中学校区（第 25 地区） 

町内自治会連絡協議会 
会 長 名 ！！ ！ 

 

検討結果 市連協要望・区連協要望・市政相談 （検討後、〇をつける） 

 



 

令和８年度 市連協要望 ・ 稲毛区連協要望 事項 
（どちらかに○） 

要 望 事 項 
 

感震ブレーカーの設置費用補助制度について 

要 望 理 由 

 千葉市では２０１８年に密集住宅市街地として１１の地区が指定され、感震

ブレーカー設置の推進を実施していると理解しています。しかしながら、その

後、補助対象地域の見直し及び拡大は行われておらず、感震ブレーカーの設置

が、必ずしも十分に普及しているわけではないと思われます。 

 当４９地区連絡協議会における黒砂地区の一部には、住宅が密集し、道路が

狭隘である地域が存在しております。先般、当該地域において、防災訓練の一

環として、通電火災の危険を周知する目的で感震ブレーカー設置の講習会を実

施したところ、出席者の多くが、補助対象地域の見直し及び拡大について要望

しておりました。 

 補助支援を起爆剤に、更なる災害に対して強靭な地域づくりをしていきたく、

補助対象地域の見直し及び拡大について、ご検討いただきたい。 

地 区 連 名 
緑町中学校区緑・黒砂（第 49 地区） 

町内自治会連絡協議会 
会 長 名 ！！ ！！ 

 

検討結果 市連協要望・区連協要望・市政相談 （検討後、〇をつける） 

 



区連協要望事項について 

 

１ 要望事項の分類 

（１）要望事項は、その内容により次のとおり分類します。 

分  類 要 望 事 項 の 内 容 

市連協要望  全市的な問題であり、各区共通の課題であるもの。 

区連協要望  稲毛区の特徴的問題であり、区内共通の課題であるもの。 

 

市 政 相 談 

 地域住民共通の身近な問題であり、地元町内自治会や住民 

 だけでは解決が困難で、行政と協力して処理することが必 

 要なもの。 

（２）Ｕ字溝、カーブミラー等の設置、日常の維持管理等については、直接、花見川・稲

毛土木事務所（維持建設課維持班：257-8843）へ連絡してください。 

（３）要望事項の内容によって（特に、道路規制等の警察関係要望）は、担当部署への直

接要望することで、区連協要望よりも早期解決できる可能性があります。 

 

２ おおまかな処理の流れ及びスケジュール 

 

 

 

 

 

  

①市連協要望     ②区連協要望         ③市政相談           

 

                     

 

            

 

 

 

 

区連協事務局へ対応の報告 

 

 

単位町内自治会長 地区連協会長 事務局 

三役会・理事会 

６月９日（火） 

結果報告 １１月頃予定 

３つに分類 

市連協会議 

市連協事務局 

各所管課 

稲毛区長 

市連協事務局 

各所管課 

地域づくり支援課相談班 

及び各所管課 

市連協事務局 

市連協会議 


